
確かな計量トレーサビリティをサポートする

　計量法校正事業者登録制度 ＪＣＳＳ は、計量法の関連条項および国際規格ＩＳＯ／ＩＥＣ１ に基づ
き校正事業者を登録・認定することにより、産業界へ信頼性の高い「計量トレーサビリティ」の維持・提供
を行うことを目的とした制度で、創設から 年が経過した。ＪＣＳＳ校正事業者の登録・認定を行っている
のは、独立行政法人製品評価技術基盤機構 ＮＩＴＥ の認定センター（ ）である。 はＪＣ
ＳＳのみならず、日本国内の産業における計測・計量の信頼性の確保や向上を目指し、国際規格・指針に基
づいて試験所・校正機関などを認定する中核機関として、重要な役割を担っている。

ＪＣＳＳ
計
量
標
準
供
給
の
現
状
Ｉ
Ａ
Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ
の
役
割

　
Ｉ
Ａ
Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ
は
、
各

方
面
か
ら
の
基
準
認
証
に
関

す
る
基
盤
整
備
の
要
請
に
応

え
、
Ｊ
Ｃ
Ｓ
Ｓ
の
ほ
か
、
計

量
法
特
定
計
量
証
明
事
業
者

認
定
制
度

Ｍ
Ｌ
Ａ
Ｐ

、

工
業
標
準
化
法
試
験
事
業
者

登
録
制
度

Ｊ
Ｎ
Ｌ
Ａ

、

製
品
評
価
技
術
基
盤
機
構
認

定
制
度

Ａ
Ｓ
Ｎ
Ｉ
Ｔ
Ｅ

な
ど
の
各
種
登
録
・
認
定
プ

ロ
グ
ラ
ム
を
運
営
し
て
い

る
。
こ
の
ほ
か
化
学
分
析
な

ど
に
お
け
る
計
量
ト
レ
ー
サ

ビ
リ
テ
ィ
情
報
提
供
の
一
環

と
し
て
、
国
内
外
の
標
準
物

質
に
関
す
る
情
報
を
集
約
さ

せ
た
標
準
物
質
総
合
情
報
シ

ス
テ
ム

Ｒ
Ｍ
ｉ
ｎ
ｆ
ｏ

も
運
営
し
て
い
る
。

　
Ｊ
Ｃ
Ｓ
Ｓ
は
、
計
量
法
関

係
法
令
で
規
定
す
る
国
家
計

量
標
準
の
供
給
体
制
が
整
備

さ
れ
た
校
正
事
業
の
区
分
ご

と
に
、
試
験
所
・
校
正
機
関

の
能
力
に
関
す
る
国
際
規
格

Ｉ
Ｓ
Ｏ
／
Ｉ
Ｅ
Ｃ
１
７
０
２

５
に
基
づ
い
て
認
定
・
登
録

さ
れ
る
。

　
Ｊ
Ｃ
Ｓ
Ｓ
校
正
事
業
者
の

発
行
す
る
Ｊ
Ｃ
Ｓ
Ｓ
標
章
付

き
校
正
証
明
書
は
、
校
正
を

受
け
た
計
量
器
ま
た
は
標
準

物
質
が
日
本
の
国
家
計
量
標

準
に
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
が

と
れ
、
か
つ
確
か
な
技
術
力

に
裏
打
ち
さ
れ
た
信
頼
で
き

る
測
定
デ
ー
タ
で
あ
る
こ
と

を
、
簡
潔
か
つ
明
確
に
証
明

で
き
る
。

　
計
量
法
で
は
国
家
計
量
標

準
へ
の
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ

が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
Ｊ
Ｃ

Ｓ
Ｓ
は
登
録
審
査
の
過
程
で

計
測
の
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ

が
と
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認

し
て
い
る
た
め
、
Ｊ
Ｃ
Ｓ
Ｓ

標
章
付
き
校
正
証
明
書
が
あ

れ
ば
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
体

系
図
は
必
要
な
い
。
工
場
・

企
業
な
ど
で
Ｉ
Ｓ
Ｏ
９
０
０

１
、
Ｉ
Ｓ
Ｏ
／
Ｔ
Ｓ
１
６
９

４
９
、
Ｉ
Ｓ
Ｏ
２
２
０
０
０

な
ど
へ
の
認
証
を
取
得
す
る

際
の
適
切
な
社
内
計
測
器
の

管
理
体
制
整
備
に
は
、
信
頼

の
高
い
Ｊ
Ｃ
Ｓ
Ｓ
校
正
事
業

者
か
ら
校
正
を
受
け
る
こ
と

を
お
勧
め
す
る
。

　
Ｊ
Ｃ
Ｓ
Ｓ
に
お
い
て
は

年
度
の
認
定
開
始
以
来
、
今

年
２
月

日
現
在
で
２
３
５

事
業
所
が
登
録
・
認
定
さ
れ

て
い
る

図
１
参
照

。
特

に

年
度
以
降
は
、
法
改
正

に
伴
う
階
層
制
の
導
入
、
産

業
技
術
総
合
研
究
所

産
総

研

計
量
標
準
総
合
セ
ン
タ

ー

Ｎ
Ｍ
Ｉ
Ｊ

に
お
け
る

計
量
標
準
整
備
計
画
の
着
実

な
進
展
と
と
も
に
登
録
・
認

定
数
が
増
加
し
て
い
る
。

　
ど
の
よ
う
な
校
正
事
業
者

が
登
録
さ
れ
、
所
在
地
は
ど

こ
に
あ
る
の
か
、
ど
ん
な
校

正
が
で
き
る
の
か
な
ど
は
、

Ｉ
Ａ
Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
の
Ｊ
Ｃ
Ｓ
Ｓ
登
録
区
分

別
事
業
者
検
索
シ
ス
テ
ム
に

よ
り
、
事
業
区
分
別
、
都
道

府
県
別
で
検
索
が
で
き
る
の

で
ぜ
ひ
ご
利
用
い
た
だ
き
た

い
。
現
在
、
２
０
０
種
類
の

計
量
器
な
ど
が
登
録
対
象
と

な
っ
て
お
り
、
登
録
の
区
分

別
で
は
延
べ
３
２
１
事
業
所

が
登
録
・
認
定
さ
れ
て
い
る

図
２
参
照

。

　
な
お
、
現
時
点
で
Ｊ
Ｃ
Ｓ

Ｓ
で
は
対
応
で
き
な
い
測
定

設
備
の
校
正
ニ
ー
ズ
に
つ
い

て
は
、
Ａ
Ｓ
Ｎ
Ｉ
Ｔ
Ｅ
で
校

正
事
業
者
を
認
定
で
き
る
よ

う
体
制
を
整
え
て
い
る
の

で
、
ま
ず
は
ご
相
談
い
た
だ

き
た
い

電
子
メ
ー
ル
は

。

次
ペ
ー
ジ
下
段
に
続
く

製
品
評
価
技
術
基
盤
機
構
（
Ｎ
Ｉ
Ｔ
Ｅ
）
認
定
セ
ン
タ
ー
（
Ｉ
Ａ
Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ
）
執
筆
‖

計
量
法
校
正
事
業
者
登
録
制
度
Ｊ
Ｃ
Ｓ
Ｓ
と
は

　
Ｊ
Ｃ
Ｓ
Ｓ
は
、
１
９
９
３

年

月
１
日
に
施
行
さ
れ
た

改
正
計
量
法
の
も
と
で
創
設

さ
れ
た
、
国
家
計
量
標
準
に

ト
レ
ー
サ
ブ
ル
な
標
準
器
・

計
測
器
を
用
い
て
校
正
サ
ー

ビ
ス
を
す
る
校
正
事
業
者

を
、
校
正
機
関
・
試
験
所
の

能
力
に
関
す
る
国
際
的
な
認

定
基
準
で
あ
る
Ｉ
Ｓ
Ｏ
／
Ｉ

Ｅ
Ｃ
１
７
０
２
５
に
基
づ
い

て
審
査
・
認
定
す
る
制
度
で

あ
る
。

　
今
ま
で
に
２
回
の
法
改
正

が
実
施
さ
れ
、
企
業
や
工
場

の
参
照
標
準
レ
ベ
ル
の
み
な

ら
ず
、
作
業
現
場
で
使
用
さ

れ
る
計
測
器
レ
ベ
ル
ま
で
の

校
正
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
制

度
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た

年
７
月
か
ら
は
、
４
年
ご
と

に
登
録
を
更
新
す
る
制
度
に

変
更
さ
れ
て
い
る
。

　
詳
細
に
つ
い
て
は
、
Ｉ
Ａ

Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
て
公
表
さ
れ
て
い
る
Ｊ
Ｃ

Ｓ
Ｓ
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
「
Ｊ

Ｃ
Ｓ
Ｓ
登
録
の
一
般
要
求
事

項
」
な
ど
を
は
じ
め
と
す
る

各
種
文
書
を
ご
覧
い
た
だ
き

た
い
。

（ ） 【広告特集】 ２０１１年 平成２３年 ３月１日 火曜日 　　
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